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② 代替物質に関する情報の入手方法 

代替物質に関する情報の入手方法は、メーカーへ相談した、他社との情報交換等と回

答したケースが多かった。 
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図 ２-２ 代替に関する情報の入手先 

 

③ 代替に係るその他の意見 

その他の意見として、「代替物質では、品質維持が困難」（５件）、「豊富な技術情報の

提供を希望する」（１件）があった。 
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（３） 事業者による代替物質の使用に関する取組 

① 社団法人日本自動車工業会における取組 

（社）日本自動車工業会会員メーカーにおいて、トルエン・キシレンから酢酸ブチル・酢

酸エチルへの代替を進めるにあたって、これらの物質の有害性の調査を行った一つの事

例を以下に示す。 

 

 
出典：社団法人日本自動車工業会提供 

図 ２-３ 代替化候補物質の有害性情報調査結果 

 

 
出典：社団法人日本自動車工業会提供 

図 ２-４ トルエン、キシレンの代替事例 
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② Ａ社における取組 

Ａ社では、代替物質の選定等、自社で新たに採用する物質について、原材料購入段

階から、「人への環境被害」、「生態系への影響」、「爆発危険性」等について安全性評価

を行い、「禁止」から「一般管理」まで５段階に分類、より安全性の高い物質を選択するとと

もに、その分類に応じた化学物質管理を実施している。 

 

 

図 ２-５ Ａ社における化学物質管理の仕組み 

 

表 ２-４ 化学物質分類の基準 

化学物質 

分類 
評価内容 

Ｃ０ 
・ 法律により取り扱い禁止（水銀化合物、カドミウム及びその化合物等） 

・ 管理方針により取り扱い禁止 

Ｃ１ 管理方針により中止、使用量・排出量削減（六価クロム化合物、ジクロロメタン等） 

Ｃ２ 

・ 法律により届出/認可が必要 

・ 作用が著しく強い特定のハザードを有する（発ガン性・爆発性など） 

・ 管理方針により取り扱い限定（鉛化合物、メチルセロソルブなど） 

Ｃ３ 
・ 特定の法規制などに該当 

・ 特定のハザードを有する 

Ｃ４ C0～C3 分類化学物質以外 

Ｓ 
毒性を示す明らかな情報が未確定であり、リスクが懸念される物質（内分泌かく乱

化学物質、フッ素系化合物 PFOS 等） 
出典：Ａ社ホームページに基づいて作成 
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表 ２-５ 化学物質の分類と管理内容 

化学物質分類 
管理内容 

C0 C1 C2 C3 C4 

禁止 ○ － － － － 

中止または使用量・排出量削減の計画立案

と実施 
－ ○ － － － 

密閉化または限定管理の実施 － ○ ○ － － 

リスク評価に基づく管理 － ○ ○ ○ － 

一般管理（法及び社内 MSDS に基づく管理） － ○ ○ ○ ○ 

代替化、使用・排出・暴露量低減などを目標

とする研究開始、保護具などの防護措置 
－ 化学物質分類：Ｓ 

出典：Ａ社のホームページに基づいて作成 

 

 

 

 

（４）製造事業者による代替物質に関する情報提供 

ＰＲＴＲ対象物質の代替品であることを明示して、代替物質の製造・販売を実施している

事例を図 ２-６に示す。 

 
（事例１：Ｂ社）  

 

図 ２-６ 代替物質の製造事業者による情報提供の事例（その１） 
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（事例２：Ｃ社） 

 
図 ２-６ 代替物質の製造事業者による情報提供の事例（その２） 

 

（事例３：Ｄ社） 

 

図 ２-６ 代替物質の製造事業者による情報提供の事例（その３） 


